
京都市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年４月１２日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

 京都市子ども・子育て支援法施行細則の一部を次のように改正する。 

              「         

 別表第１その他の世帯の項中  ７７，９００ ８０，８００ ８３，６００ ８６，５００ ８９，３００ ９２，２００ ９５，０００  を 

        」 

「              

 ７７，５００ ８０，３００ ８３，１００ ８６，０００ ８８，８００ ９１，６００ ９４，４００  に改める。 

        」      

              「         

 別表第２その他の世帯の項中  ７２，０００ ７４，６００ ７７，２００ ７９，９００ ８２，５００ ８５，１００ ８７，７００  を 

        」 

「              

 ７１，５００ ７４，１００ ７６，７００ ７９，３００ ８１，９００ ８４，５００ ８７，１００  に改める。 

        」      

              「         

 別表第３その他の世帯の項中  ５４，１００ ５６，３００ ５８，３００ ６０，３００ ６２，４００ ６４，４００ ６６，５００  を 

        」 

「              

 ５３，９００ ５６，０００ ５８，０００ ６０，０００ ６２，１００ ６４，０００ ６６，１００  に改める。 

        」      

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市子ども・子育て支援法施行細則の規定は，令和４年４

４



月分の子ども・子育て支援法第２７条第３項第２号，第２８条第２項各号，第２９条第

３項第２号，第３０条第２項各号（第４号を除く。）並びに附則第９条第１項第１号イ，

同項第２号イ⑴及びロ⑴並びに同項第３号イ⑴に規定するその他の事情を勘案して市町

村が定める額並びに同法附則第６条第４項の規定により市長が定める額（以下「利用者

負担額」という。）から適用し，同年３月分までの利用者負担額については，なお従前の

例による。 

（子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室） 


